


厚生貸付金規程


（適　　用）
第１条　　この規程は、正社員が不意に資金が必要になったときの貸付について定めたものである。

（貸付の用件）
第２条　　貸付の用件は次のとおりとする。
1.　震災、火災、風水害および事故のとき
2.　本人あるいは家族が傷病にかかったとき
3.　家族が死亡したとき
4.　本人が結婚するとき
5.　本人または配偶者が出産するとき
6.　子女が学校教育法に定める大学院、大学、短期大学または専修学校の専門課程に進学し、教育資金が必要になったとき
7.　その他不意の事情によりやむを得ないと認められるとき

（貸付額・利息・返済期限）
第３条　　貸付額・利息・返済期限は次のとおりとする。
1.貸付額は２００万円以内とする。
2.利息は貸付日における基準金利を適用金利とし貸付期間を通じて変更しない。
3.返済期限は原則として８年以内とする。
②   前項第２号に定める基準金利は、毎年４月１日付で見直しを行う。

（申込方法）
第４条　　貸付を希望する者は、厚生貸付金申込書を提出すること。

（返済方法）
第５条　　貸付金の返済は、原則として給与および賞与から控除することによって行う。退職のときに未返済額があるときは、退職金から控除する。


付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月１日より施行する。

（一部改正の沿革）
　　　　　2002年 3月16日
　　　　　2004年 3月16日
　　　　　2007年 3月16日
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